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お知らせ 12 月

固
定
資
産
税

償
却
資
産
の
申
告
に
つ
い
て

　

毎
年
１
月
１
日
現
在
、
農
業
・

漁
業
、
会
社
や
個
人
で
工
場
・
商

店
な
ど
を
経
営
さ
れ
る
方
で
、
そ

の
事
業
に
用
い
る
機
械
・
器
具
・

備
品
等
の
償
却
資
産
を
お
持
ち
の

方
は
、
毎
年
１
月
31
日
（
土
・
日
、

祝
日
の
場
合
は
翌
開
庁
日
）
ま
で

に
市
町
村
長
に
申
告
す
る
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。（
地
方

税
法
３
８
３
条
）

※
事
業
を
廃
止
・
休
業
さ
れ
た
場

合
も
申
告
は
必
要
で
す
。

　

な
お
、
前
年
度
以
前
か
ら
申
告

し
て
い
る
方
に
は
、
昨
年
申
告
し

た
償
却
資
産
の
明
細
と
、
申
告
書

を
12
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。
今

回
が
初
め
て
と
な
る
方
は
申
告
書

を
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
郵
送
で
申
告
さ
れ
る
場

合
で
、
受
付
印
を
押
し
て
あ
る
償

却
資
産
申
告
書
（
申
告
控
）
の
返

送
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
返
信
用

切
手
を
貼
付
し
た
封
筒
を
必
ず
同

封
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ご
不
明
な
点
、
詳
し
い
内
容
は
、

税
務
課
課
税
第
２
班
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
注
意
点

※
固
定
資
産
税
の
償
却
資
産
は
確

定
申
告
の
減
価
償
却
と
は
別
の
申

告
と
な
り
ま
す
。

※
申
告
書
受
付
後
、
国
税
申
告
書

（
確
定
申
告
）
等
の
調
査
に
よ
り

修
正
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

■
提
出
の
期
限

 　

平
成
26
年
１
月
31
日
㈮

■
提
出
先

 　

税
務
課
課
税
第
２
班

 　

各
総
合
支
所
・
出
張
所

 
■
問
い
合
わ
せ

 　

税
務
課　

課
税
第
２
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

密
輸
に
関
す
る
情
報
提
供
を
！

　

門
司
税
関
で
は
12
月
を
『
年
末

特
別
警
戒
期
間
』
と
定
め
、
密
輸

の
取
り
締
ま
り
お
よ
び
情
報
収
集

を
強
化
し
ま
す
。

　

皆
様
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
「
密
輸

に
関
す
る
情
報
」
が
、
密
輸
摘
発

の
貴
重
な
手
掛
か
り
と
な
っ
て
い

ま
す
。〝
不
審
な
話
〟
や
〝
う
わ
さ
〟

を
耳
に
さ
れ
た
ら
、
ご
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。

○
密
輸
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
１
２
０
（
４
６
１
）
９
６
１

■
問
い
合
わ
せ

　

岩
国
税
関
支
署　

☎
０
８
２
７
（
２
１
）
７
１
３
８

　

　周防大島町には、古墳、城跡、集落跡などの遺
跡が、過去の調査で判っているだけで９０箇所あ
ります。これらの場所を、文化財保護法では「周
知の埋蔵文化財包蔵地」と規定し、保存・保護を図っ
ています。
　こうしたことから、周防大島町内で土木・建築
工事（個人住宅を含む）を実施する場合は、文化
財保護法に基づく届出が必要となります。
　町内で土木・建築工事等を計画されている方は、
計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する
かどうか、周防大島町教育委員会社会教育課まで
照会してください。
◆問い合わせ　
　社会教育課　☎０８２０（７８）２２０５

町内で工事を実施する場合は
届出が必要です

※逗子南遺跡から出土した須恵器

冬休みこども 50 円バスを実施

将来的な路線バスの利用促進を図る取り組みとして、
冬休みの長期休学期間におけるこども一律 50 円運賃
が実施されます。
◆対象期間　
　12 月 21 日㈯～平成 26 年１月７日㈫
◆対象路線　防長交通㈱が運行する県内一般乗合路線
※高速バス、空港連絡バス、岩国市由宇町内の路線
は除きます。
◆対象者　小学生以下の児童・幼児
◆運賃額　全区間一律で１乗車につき５０円
※ただし１歳未満の小児は、無賃。１歳以上６歳未満
の小児は、同伴する６歳以上の旅客１名につき１名無
賃。
◆注意点　　
・障害者割引等、他の割引制度との併用はできません。
・運賃のお支払いは現金に限ります。バスカード、回
数券でのお支払いはできません。

（例）平野から徳山まで行く場合
　・周防平野～大畠駅前　５０円
　・大畠駅前～柳井駅前　５０円
　・柳井駅前～徳山駅前　５０円
　　　　　　　　　合計１５０円で到着

◆問い合わせ　防長交通㈱平生営業所　
☎０８２０（５６）５１００


